
 

 

耐震裕度確保に係る取組みについて 

 

１．はじめに 

当社は、福島第一原子力発電所の事故を受け、愛媛県からご要請のありました「更

なる揺れ対策」に対する取組みとして、耐震裕度確保（概ね１０００ガル対応）を目

指して、安全上重要な機能を有する設備に対して耐震性評価を行い、必要に応じ耐震

性向上工事を実施しています。 

 

２．対象範囲 

当初の安全上重要な機能を有する設備（１３４設備）に加え、新規制基準対応とし

て新たに設置した、重大事故等対処設備のうち安全上重要な機能を有する設備（６１

設備）を対象範囲としています。（全１９５設備） 

 

３．耐震裕度の確認方法及び結果 

 ３．１ 確認方法 

基準地震動（基準地震動Ｓｓ－１（６５０ガル）を含む１１波）を入力条件として

工事計画認可申請における耐震性評価（以下、「工認評価」という）を用いて耐震裕

度を算出。なお、耐震性向上工事を実施している設備はその工事を反映した評価を実

施。 

上記により算出した耐震裕度が、設定裕度（１０００ガル／６５０ガル）を下回っ

た場合は、適用実績のある詳細評価（以下、「実力評価」という）を実施。 

（図－１参照） 

 ３．２ 確認結果 

対象設備について、(1)工認評価、または(2)実力評価により、設定裕度を満足し耐

震裕度が確保されていることを確認しました。 

(1) 工認評価で設定裕度を満足していることを確認した設備 ：１７１設備 

(2) 実力評価で設定裕度を満足していることを確認した設備 ：２４設備 

当初実施した概ね１０００ガルに係る耐震性評価において裕度が少ない設備等、 

耐震性を向上させるため工事を実施している設備   ：１６設備（６８１箇所） 

（図－２参照） 

 ３．３ 外部有識者によるレビュー 

今回の評価内容については第三者的な立場からの確認を得るため、有識者２名を委

員とした検討会を開催し、評価内容が妥当であることを確認して頂いております。 

 

４．まとめ 

以上より、対象設備のすべてについて、概ね１０００ガル程度の地震動に対して耐

震裕度を確保できることを確認しました。 

 

 

 

  



 

 

 

図１ 耐震裕度確保に係る検討の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

設備 機能 例 

安全上重要な

機能を有する

設備 

原子炉を止める 炉内構造物、制御棒駆動装置 

原子炉を冷やす １次冷却材管、余熱除去ポンプ、蒸気発生器 

放射性物質を閉じ込

める 

原子炉容器、原子炉格納容器 

重大事故等対

処設備 

 

炉心損傷防止 多様化自動作動盤、代替格納容器スプレイポンプ 

格納容器破損防止 格納容器再循環ユニット、静的触媒式水素再結合

装置 

放射性物質の拡散抑

制 

大型ポンプ車、大型放水砲 

設定裕度（１０００ガル／６５０ガル）を下回った場合は、実力評価を実施する。なお、実力評

価にあたっては、 

① 当社プラントの既設工認、耐震バックチェック、ストレステストにて適用実績のある手法 

② 他社プラントの既設工認、耐震バックチェック、ストレステストにて適用実績のある手法 

③ 現在制定されている日本電気協会規格による手法 

を用いる。 
 （上記手法は平成２５年１０月１６日原子力安全専門部会にてご確認頂いた手法） 

工認評価結果から裕度を確認する。 

実力として設定裕度を満足し耐震裕度が確保できることを確認する。 

安全上重要な機能を有する設備 

（１３４設備）  

重大事故等対処設備 

（６１設備）  



図２ 耐震性向上工事の概要（例） 
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